
◎流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正

する法律 
（平成二八年五月一三日法律第三六号）   

一、提案理由（平成二八年四月一日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました流通業務の総合化及び効率化の促進に関す

る法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 近年、物流分野においては、労働力不足が顕在化しており、特に中高年層への依存度

が高い貨物自動車運送等の事業は、今後、深刻な人手不足に陥るおそれがあります。ま

た、インターネット通販の拡大等による貨物の小口化や配送の多頻度化が進む中で、質

の高い物流サービスの提供が求められるようになってきております。このため、流通業

務の省力化並びに消費者の需要のさらなる高度化及び多様化への対応を図る必要があり

ます。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることへの対応を図るも

のである旨を法の目的として追加することとしております。 

 第二に、輸送、保管、荷さばき、流通加工等の流通業務を総合的、効率的に行う事業

である流通業務総合効率化事業について、一定の規模及び機能を有する流通業務施設を

中核とすることを求めないこととした上で、二以上の者が連携して行うものに限るとと

もに、流通業務の省力化を伴うものであることとする要件の変更を行うこととしており

ます。 

 第三に、主務大臣の認定を受けた流通業務総合効率化事業について、海上運送法、鉄

道事業法等に基づく許可等を受けたものとみなすといった関係法律の特例を追加するこ

ととしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成二八年四月二一日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案につ

いて申し上げます。 

 本案は、近年の物流分野における人手不足、小口貨物の増加等の環境変化への対応を

図るため、流通業務総合効率化事業について、施設整備から連携によるものへと転換す

るとともに、国の認定を受けた同事業の実施について、海上運送法等の特例の追加等を

しようとするものであります。 



 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月一日石井国土交通大臣から提案

理由の説明を聴取し、八日質疑に入り、十九日、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成二八年五月二日） 

○金子洋一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、流

通業務総合効率化事業について二以上の者が連携して行うものに限ることとするととも

に、総合効率化計画が主務大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関し、海上

運送法等の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、法改正による効果、トラック運転者等の不足解消と労働環境

の改善に向けた取組、物流の共同化の推進と関係者の連携強化、モーダルシフトの一層

の促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して辰巳孝太郎委員より

本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 


